
（にししんじゅく 5 ちょうめ  ちゅうおうきた）

計画地

計画の概要

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

区分 種別 名称 幅員 延長 面積

区画道路１号 １２m 約１３０m -

区画道路２号 １２m 約　５０m -

区画道路３号 １０m 約１１０m -

区画道路４号 １０m 約　２０m -

公
園

街区
公園

公園１号 - - 約５２０㎡

広
場

広場 広場１号 - - 約１５０㎡

建築面積
延べ面積

（容積対象）
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

約３，４２０㎡ 約１０１，８００㎡
（約７５，３５０㎡）

高層部２００m
低層部  ２０m ４m、６m

約３００㎡
約７００㎡

（約７００㎡）
２０m ２m、４m

約２００㎡
約９００㎡

（約９００㎡）
２０m ２m、４m

敷地面積

約７，５４０㎡

約８３０㎡

約９９０㎡

都市計画決定

　道路に沿った敷地内に歩道状空
地の整備を行い、歩行者の安全性・
快適性を確保する。

平成２０年７月１日　新宿区告示第２９０号

建築敷地の
整備

地区番号 整備計画 住宅建設の目標

A1

　道路に沿った敷地内に歩道状空
地の整備を行う。
　また、敷地内にまとまった広場状
空地の整備を行い、市街地環境の
向上を図る。

約９６０戸　約９０，７４０㎡
A2

　道路に沿った敷地内に歩道状空
地の整備を行い、歩行者の安全性・
快適性を確保する。

A5

建築物の整備

地区番号 主要用途

A1
住宅、業務・商業、
駐車場

A2 集会施設

A5 業務施設

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

区画
道路

新設

現道拡幅

現道の付け替え及び拡幅

現道拡幅

新設

新設

鉄筋コンクリート造、鉄骨造

A１地区: 地上６０階／地下２階
A２地区: 地上２階／地下１階
A５地区: 地上４階

A１地区:  約 ２００ m
A２地区:  約 　１０ m
A５地区:  約 　２０ m

２　都市計画の内容

西新宿五丁目中央北地区
第一種市街地再開発事業

約１．５ ha

ＮＯ.１７１　西新宿五丁目中央北地区（組合施行）
１　計画の概要

新宿区西新宿五・六丁目の各地内

　細分化された敷地を再編整備し、高度利用を図ることにより、防災性の向上や居住環境
の改善を行うとともに、都心居住を促進する居住機能や業務･商業機能及び生活支援機能
を導入し、新宿副都心に隣接する地域特性に応じた良質な複合市街地の形成を目的とす
る。

約１．５ ha



地区名

再開発等促進区

位置 面積

延長

約１３０m

約５０m

公
園

－

地区整備計画

位置 面積

延長

約１１０m

約２０m

広
場

－

約３２０m

約１４０m

約２５m

約４０m

約１１０m

約１３０m

－

地区の区分・名称 A２ A３ A４ A５

面積 約０．１ha 約０．１ha 約０．１ha 約０．１ha

建築物等の
用途の制限

建築物の
容積率の
最低限度

５/１０ － － ５/１０

建築物の
建ぺい率の
最高限度

６/１０ － － ６/１０

建築物の
建築面積の
最低限度

１００㎡ － － １００㎡

４０/１０ －

６/１０ －

２，０００
㎡

－

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号の一又は第６項から第９項
のいずれかに該当する営業の用に供する建築物は、建築してはならない。

建築物の
容積率の
最高限度

１００/１０

－ － －

ただし、住宅
の用途に供
する部分の容
積率は１０分
の７６以上と
しなければな
らない。

４０/１０ ４０/１０

広場状空地１号 約１，８００㎡ 新設

A１ B地区

約１．１ha 約０．８ha

歩行者通路３号 ４m 新設

歩行者通路４号 ４m 新設

新設

歩行者通路１号 ４m 新設

歩行者通路２号 ４m 新設

現道拡幅

広場１号 約１５０㎡ 新設

そ
の
他
の
公
共
空
地

歩道状空地１号 ４m、６m 新設

歩道状空地２号 ４m
地区施設の配
置及び規模

名称 面積及び幅員 備考

道
路

区画道路３号 １０m 現道の付け替え及び拡幅

区画道路４号 １０m

現道拡幅

公園１号 約５２０㎡ 新設

新宿区西新宿五丁目及び西新宿六丁目各地内 約２．３ha

主要な公共施
設の配置及び

規模

名称 面積及び幅員 備考

道
路

区画道路１号 １２m 新設

区画道路２号 １２m

３　地区計画(再開発等促進区を定める地区計画)

西新宿五丁目中央北地区

新宿区西新宿五丁目及び西新宿六丁目各地内 約２．３ha



壁面の
位置の
制限

壁面後退区域
における工作物
の設置の制限

建築物等の
高さの

最高限度
２０m １０m １０m ２０m

建築物等の
形態若しくは
意匠の制限

都市計画決定

敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

地下２階

地下１階

１～２階

３～６０階

地下１階～２階

１～４階

事業計画認可 総事業費

A１地区:  ３００台
A２地区:  　　２台
A５地区:  　　４台A５地区 業務

平成２３年　３月１８日　東京都告示第　３３５号
平成２４年　９月１２日　東京都告示第１３６０号（変更）
平成２５年　１月２２日　東京都告示第　　４３号（変更）
平成２５年　９月　３日　東京都告示第１２８４号（変更）
平成２６年　６月２０日　東京都告示第　９３２号（変更）
平成２７年　８月１４日　東京都告示第１２４１号（変更）
平成２８年　２月　８日　東京都告示第　１４４号（変更）
平成２８年　９月２１日　東京都告示第１５９９号（変更）
平成２９年　８月３０日　東京都告示第１３４５号（変更）

約 ４４１億円

駐車場

業務・商業・住宅共用

住宅

A２地区 集会施設・事務所･駐車場
駐車場

４　事業計画の概要

A１地区: 約７，５３０ ㎡
A２地区: 約 　 ８４０ ㎡
A５地区: 約    ９８０ ㎡

A１地区:  約４１ %
A２地区:  約３９ %
A５地区:  約２２%

A１地区:  約 １０３，９０２ ㎡
A２地区:  約 　　 　 ７６９ ㎡
A５地区:  約 　　 　 ８１７ ㎡

A１地区:  約９６７ %
A２地区:  約  ８５ %
A５地区:  約  ８２ %

用途

A１地区

駐車場・機械室

住宅戸数
A１地区: ９５３戸
A２地区:  －
A５地区:  －

 　建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を超えて建築して
はならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りでない。
   ① 歩行者の安全性を確保するために必要な側壁若しくは上屋又は庇の部分その他これらに類す
　　　るもの
   ② ３号壁面線による壁面後退区域における門又は塀
   ③ 公益上必要な建築物

 　計画図３に示す１号壁面線及び２号壁面線による壁面後退区域については、門、塀、広告物、看板
（交通誘導サイン等は除く。）等の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、次の
各号の一に該当する工作物はこの限りでない。
   ① 歩行者の安全性を確保するために必要な施設
   ② 休憩施設、モニュメント等の環境の向上に必要な施設
   ③ 電線類等の地中化に伴う変圧器
   ④ 公益上必要な工作物

２００m －

１  建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色・彩度の高いものを避け、周辺環境や 水と
  みどりに調和したものとし、街並み景観に配慮したものとする。
２  屋外広告物は建築物との一体性、歩行者空間との調和等に配慮した設置位置、形態、規模、
  デザイン等とし、良好な都市景観の形成に寄与するものとする。

平成２０年４月１１日　新宿区告示第１５８号



平成２６年　３月 建築工事着工

平成２６年　６月２０日 事業計画変更認可（第４回）

事業計画変更認可（第７回）

６　位置図

平成２７年　８月１４日 事業計画変更認可（第５回）

平成２８年　９月２１日

平成２８年　２月　８日

平成２５年　３月２１日 権利変換計画認可

平成２５年　４月３０日 権利変換期日

平成２５年　９月　３日 事業計画変更認可（第３回）

平成２３年　３月１８日 事業計画認可  組合設立認可

平成２４年　９月１２日 事業計画変更認可（第１回）

平成２５年　１月２２日 事業計画変更認可（第２回）

平成１９年　９月２６日 都市計画提案を区に提出

平成２０年　４月１１日 都市計画決定(再開発等促進区を定める地区計画)

平成２０年　７月　１日 都市計画決定（第一種市街地再開発事業）

年　　月　　日

平成　９年　１月 準備組合設立

平成１２年　２月 防災再開発促進地区の指定

平成１８年　９月 特定業務代行者の決定

内　　　　　　　　　　　　　　　容

５　経　緯

平成２９年　８月３０日 事業計画変更認可（第８回）

平成２９年１０月 施設建築物竣工

事業計画変更認可（第６回）



８　配置図 ・ 完成写真

７　区域図


